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新型コロナウイルス感染症に係る対応のポイント

疑われる者とは

1．風邪症状や37.5℃以上の発熱が4日

以上続いている

2．倦怠感や呼吸困難がある

3．新型コロナウイルス感染が疑われる

者と長時間や防護なし(手袋・マスク

ガウン)の接触、汚染物質に直接触れ

た可能性が高い

スタッフ

利用者・ご家族・介護者

検温、風邪症状の確認

参考資料）最新情報を常に確認し、対応をご検討下さい

各都道府県の新型コロナウイルスに関するお知らせ・電話相談窓口

首相官邸HP http://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A（医療機関・検査機関の方向け）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html

最寄りの保健所・行政機関
「帰国者・接触者相談セン
ター」に相談する

訪問看護ステーション管理者
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訪問中止・自宅待機

訪問看護ステーションの対応

1. 疑われる職員への対応⇒症状ある場合は自宅待機とし、管理者は保健所へ報告し指示に従うが、

事業所の休止や再開日、他の利用者への訪問等について迅速に対応する

2. 濃厚接触が疑われる利用者への対応⇒症状観察と訪問時間･代行職員などを柔軟に検討する

3. ご家族・介護者への対応⇒検温・症状発生が無いか、継続的に確認する

4. 濃厚接触が疑われる他の利用者・職員の特定⇒長時間の接触、防護無しのケア実施で判断する

http://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html

